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【 規 則 】 

 

和歌山市介護保険施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年１１月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第５３号 

和歌山市介護保険施行規則の一部を改正する規則 

和歌山市介護保険施行規則（平成１２年規則第９５号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第２１号中 

「 

 

 

 

 

                         」 

「 

 

 

 

 

                         」 

「 

                                                 

 

                        

 

 

 

 

 
 

める。 

 別記様式第２６号及び別記様式第２７号中 

「 

 

 

 

 

                         」 

 

 

を 

被保険者 

番  号 

          

生年月日 年  月  日 

 

被保険者 
番  号 

          

個人番号 
            

生年月日 年  月  日 

 

に、 

金 融 機 関 

銀  行 
信用金庫 

農  協 

金融機関コード 店 舗 

名 称 

本 店 
支 所 

出張所 

支店番号 

       

 
」 

 

公金受取口座 □ マイナポータル等で事前登録した公金受取口座を利用します。 

（利用する場合は☑、利用しない場合は下記の欄を記入。） 

金 融 機 関 

銀  行 

信用金庫 

農  協 

金融機関コード 店 舗 

名 称 

本 店 

支 所 

出張所 

店番 

       

 

「 

 

を 

に改 

」 

を 

被保険者 

番  号 

          

生年月日 年  月  日 
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 「 

 

 

 

 

                         」 

「 

                                                 

 

                        

 

 

 

 

 
 

める。                                            

別記様式第３８号中                                      

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                」 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                」 

改める。 

 別記様式第３８号の２の３中 

 

被保険者 
番  号 

          

個人番号 
            

生年月日 年  月  日 

 

に、 

金融 

機関 

銀  行 
信用金庫 

農  協 

金融機関コード 店 舗 

名 称 

本 店 
支 所 

出張所 

支店番号 

       

 
」 

 

公金受取口座 
□ マイナポータル等で事前登録した公金受取口座を利用します。 

（利用する場合は☑、利用しない場合は下記の欄を記入。） 

金融 

機関 

銀  行 
信用金庫 

農  協 

金融機関コード 店 舗 

名 称 

本 店 

支 所 

出張所 

店番 

       

 

「 

 

を 

に改 

」 

受 領 方 法 １ 口座払        ２ 現金払 

口 座 振 替  

依 頼 欄 

金  融  機  関  名  及  び  支  店  名 

 

 

 

 

銀行・金庫・農協・信用組合 

 

 

 

 

本店・支店・出張所・その他 

種      目 金 融 機 関 コ ー ド 口 座 番 号 

１ 普通預金  ２ 当座預金 

              
              
              
              
              

フ リ ガ ナ  
 

口座名義人 
 

 

を 

公金受取口座 
□ マイナポータル等で事前登録した公金受取口座を利用します。 

（利用する場合は☑、利用しない場合は下記の欄を記入。） 

受 領 方 法 １ 口座払        ２ 現金払 

口 座 振 替  

依 頼 欄 

金  融  機  関  名  及  び  支  店  名 

 

 

 

 

銀行・金庫・農協・信用組合 

 

 

 

 

本店・支店・出張所・その他 

種      目 金融機関コード 店番 口 座 番 号 

１ 普通預金 ２ 当座預金 

              
              
              
              
              

フ リ ガ ナ  
 

口座名義人 
 

 

に 
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 「 

 

 

 

 

 

 

                                                」 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                」 

改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の別記様式第２１号、別記様式第２６号、別記様式

第２７号、別記様式第３８号及び別記様式第３８号の２の３による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 

（令和４年１１月２１日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第４２４号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和４年１１月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期別 種別 備考 

令和４年度 随時第６期 

第１期 

第３期 

第４期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和４年１１月３０日に

変更する。 

 （別紙省略） 

（令和４年１１月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２５号 

振込依頼口座 

銀行・農協 
信用金庫  
信用組合  

本店  
支店  
出張所 

種  目 口座番号 

金融機関コード 店舗コード １ 普通預金 
２ 当座預金 
３ その他 

       

       

フリガナ  

口座名義人 
 

 

を 

公金受取口座 
□ マイナポータル等で事前登録した公金受取口座を利用します。 

（利用する場合は☑、利用しない場合は下記の欄を記入。） 

振込依頼口座 

銀行・農協 
信用金庫  
信用組合  

本店  
支店  
出張所 

種  目 口座番号 

金融機関コード 店番 １ 普通預金 
２ 当座預金 
３ その他 

       

       

フリガナ  

口座名義人 
 

 

に 
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 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年１１

月１７日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年１１月１７日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 
旧新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２２－５７ 貴志５７号線 

和歌山市栄谷５４５番１１地先 

～ 

和歌山市栄谷５４５番１２地先 

旧 ２４．７ 

２．８０ 

～  

３．００ 

新 ２４．７ ５．５０ 

（令和４年１１月１７日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２６号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和４年１１月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 

令和４年度 後期高齢者医療保険料 

 （別紙省略） 

（令和４年１１月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２７号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和４年１１月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和４年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和４年１２月９日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和４年１１月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２８号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和４年１１月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 



           和歌山市公報（第１７４０号）  令和４年（２０２２年）１２月１日 

 

－6－ 

 
放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年１１月４日及び同月１２日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年１１月１０日 

ＪＲ六十谷駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和４年１１月２日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和４年１１月８日 

南海和歌山大学前駅周辺自転車等放置禁止区域 令和４年１１月８日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和４年１１月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第４２９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和４年１１月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪

場、坂田及び杭ノ瀬 

令和４年１１月１日、同月４日、同月７日、同月８日、同月９日、同

月１１日、同月１４日及び同月１５日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 
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   所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和４年１１月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第４３０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和４年１１月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和４年１１月２３日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 
移動し、保管した旨

を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年８月５日、同月９日

及び同月１２日 

令和４年８月２３日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年８月４日 令和４年８月２３日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和４年８月２日 令和４年８月２３日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び長町公園 令和４年８月１日、同月３日

及び同月９日 

令和４年８月２３日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和４年１１月２２日掲示済）  
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和歌山市告示第４３１号 

和歌山市議会定例会を次のとおり招集する。 

令和４年１１月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 期日 令和４年１２月２日 

２ 場所 和歌山市議会議場 

（令和４年１１月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第４３２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年１１

月２５日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年１１月２５日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 旧新別 
延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

３８－９９ 雑賀９９号線 

和歌山市西浜１２９０番地先 

～ 

和歌山市西浜１２９０番１地先 

旧 ６６．３ 

３．００ 

～  

３．２０ 

新 ６６．３ 

４．５０ 

～  

４．９０ 

（令和４年１１月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第４３３号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和４年１１月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和４年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和４年度第６期の納期は令和４年１２月９日

に変更する。 

（別紙省略） 

（令和４年１１月２９日掲示済）  

 

和歌山市告示第４３４号 

 市県民税普通徴収督促状、固定資産税・都市計画税督促状及び軽自動車税督促状を別紙の者に送付したところ、

住所又は居所が明らかでないため送達できないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定

により告示する。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和４年１１月３０日 
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 和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （別紙省略） 

（令和４年１１月３０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４３５号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができないので、国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和４年１１月３０日 

                                                         和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和３年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和４年１２月１９日に変更する。 

令和３年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和４年１２月１９日に変更する。 

令和４年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和４年１２月１９日に変更する。 

令和４年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和４年１２月１９日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和４年１１月３０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４３６号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和４年１１月３０日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期（月）別 種別 備考 

令和４年度 随時第４期 

第１期 

第２期 

第３期 

第４期 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和４年１２月１

２日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和４年１１月３０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４３７号 

 排水処理施設の供用を開始するので、和歌山市農業及び漁業集落排水処理施設条例（平成１２年条例第１３２  

号）第４条の規定により告示する。 

  令和４年１１月３０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 供用を開始すべき年月日 

  令和４年１２月１日 

２ 供用開始区域 

  雑賀崎の一部 

  詳細図 別紙のとおり 
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（令和４年１１月３０日掲示済）  
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【 公 告 】 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和４年１１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和４年１１月１４日 

和建指第２７２２号 

和歌山市栄谷字

カリ又３６６番

４ 

和歌山市有家３３０番地４ 

有限会社エステートニシカワ 

代表取締役 川純司 

６．００ｍ×５０．６４ｍ 

５０．６４ｍ 

（令和４年１１月１６日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和４年１１月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市府中字御坊８７番１の一部、８７

番２、８７番３、８７番４、水路 

和歌山市東布経丁３丁目３番地 

沼田興産株式会社 

代表取締役 沼田鶴之 

和歌山市有本字出来島６２６番１ 和歌山市新中島６３番８ 

大和ハウス工業株式会社和歌山支店 

支店長 金田恵治 

和歌山市朝日字城ノ前１２０９番３ 和歌山市森小手穂７２２番地６ セジュール岡崎１０２号 

阿部亮太 

和歌山市朝日字城ノ前１２１０番５ 和歌山市新中島９４番地 グリーンフルパレ１０６号 

松嶋康平 

（令和４年１１月２１日掲示済）  

 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）附則第７条第１項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の予防

接種を次のとおり実施するので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告する。 

令和４年１１月２８日 

和歌山市保健所 

所長  笠 松 美 惠    

１ 対象者 

  和歌山市に居住する生後６月以上の者   

２ 実施場所及び期間 

（１）実施場所 集合契約締結医療機関 

（２）実施期間 令和３年２月１７日から令和５年３月３１日まで 

３ 使用するワクチン 

（１）初回接種 

   初回接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記１のうち同表の右欄

に掲げるもの（既に第一期追加接種、第二期追加接種又は令和４年秋開始接種を受けたものを除く。）に対

して接種すること。 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３ １２歳以上の者 
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 年２月１４日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号。以下「法」という。）

第１４条の承認を受けたものに限る。） 

 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３

年５月２１日に武田薬品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたものであって

、イムエラソメラン及びダベソメランを含まないものに限る。） 

１２歳以上の者 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和４

年１月２１日にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもののうち、最

初に当該承認を受けたものに限る。） 

１回目の接種時に

おいて５歳以上１

２歳未満の者 

組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワクチン（令和４年４月１９日

に武田薬品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

１２歳以上の者 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和４

年１０月５日にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

１回目の接種時に

おいて生後６月以

上５歳未満の者 

（２）第一期追加接種 

第一期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記１のうち同表

の右欄に掲げるもの（既に第二期追加接種又は令和４年秋開始接種を受けたものを除く。）に対して接種す

ること。 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３年２

月１４日にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

１２歳以上の

者 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３年５

月２１日に武田薬品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたものであって、イムエ

ラソメラン及びダベソメランを含まないものに限る。） 

１８歳以上の

者 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和４年１

月２１日にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもののうち、最初に当該

承認を受けたものに限る。） 

５歳以上１２

歳未満の者 

（３）第二期追加接種 

第二期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記１のうち同表

の右欄に掲げるもの（既に令和４年秋開始接種を受けたものを除く。）に対して接種すること。 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（

ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３年２月１４日

にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受

けたものに限る。） 

１８歳以上の者（１８歳以上６０歳未満の者にあっ

ては、基礎疾患を有するものその他新型コロナウイ

ルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと

医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施

設等の従事者に限る。） 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（

ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３年５月２１日

に武田薬品工業株式会社が法第１４条の承認を

受けたものであって、イムエラソメラン及びダ

ベソメランを含まないものに限る。） 

１８歳以上の者（１８歳以上６０歳未満の者にあっ

ては、基礎疾患を有するものその他新型コロナウイ

ルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと

医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施

設等の従事者に限る。） 

（４）令和４年秋開始接種 

令和４年秋開始接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記１のうち

同表の右欄に掲げるものに対して接種すること。 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３年５月

２１日に武田薬品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたものであって、エラソメラ

ン及びイムエラソメラン又はエラソメラン及びダベソメランを含むものに限る。） 

１８歳以上

の者 

コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和４年１月 １２歳以上 
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 ２１日にファイザー株式会社が法第１４条の承認を受けたもの（（１）及び（２）に掲

げるものを除く。）であって、トジナメラン及びリルトジナメランを含むもの又はトジ

ナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。） 

の者 

組換えコロナウイルス（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）ワクチン（令和４年４月１９日に武田

薬品工業株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

１８歳以上

の者 

（令和４年１１月２８日掲示済）  

 

和歌山市狐島の一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査の結果

に基づき地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊を次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和４年１１月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和４年１１月２８日から同年１２月１９日まで（２１日間） 

３ 閲覧場所 河北コミュニティーセンター（和歌山市市小路１９２番地３）及び和歌山市役所地籍調査課（和

歌山市七番丁１１－１アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤り等があると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申出をす

ることができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、河北コミュニティーセンターにおいては令和４年１１月２８日から同年１２月８日までの間（同月

２日及び同月３日を除く。）、午前９時３０分から午後４時までとする。和歌山市役所地籍調査課においては

同年１２月９日から同月１９日までの間（同月１０日、同月１１日、同月１７日及び同月１８日を除く。）、

午前９時から午後５時までとする。 

（令和４年１１月２８日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

  令和４年１１月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市松島字高木２９８番１、２９８番２、２９９番、

３００番 

和歌山市鳴神７４７番地 

乙井忠典 

（令和４年１１月２８日掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第７９号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和４年１１月２２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和４年１１月２７日（日）午前７時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 
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 （１）選挙人名簿から抹消するについて 

                                  （令和４年１１月２２日掲示済）  

  

和歌山市選挙管理委員会告示第８０号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和４年１１月２４日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和４年１２月１日（木）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿に登録するについて 

（２）直接請求に必要な選挙人の数について 

（３）選挙人名簿から抹消するについて 

                                  （令和４年１１月２４日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第８１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）の規定による各種請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

令和４年１２月１日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第

５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ６，１１６人 

２ 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 １０１，９２１人 

３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総数の

６分の１の数 ５０，９６１人 

（令和４年１２月１日掲示済）  

 

【 企 業 局 規 程 】 

 

和歌山市企業局水道技術管理者規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和４年１２月１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

和歌山市企業局規程第８号 

和歌山市企業局水道技術管理者規程の一部を改正する規程 

 和歌山市企業局水道技術管理者規程（平成１８年水道局規程第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）法第２２条の３第１項の台帳の作成に関すること。 

第２条第２項中「前項第７号及び第８号」を「前項第８号及び第９号」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和４年１２月１日から施行する。 
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 （令和４年１２月１日掲示済）  

  

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第３５号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第９条の規定により営業所の所在地の変更の

届出があったので、同条例第１８条第６号の規定により告示する。 

令和４年１１月３０日 

                           和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

指定番号 第９２５号 

変更年月日 令和４年１１月２１日 

 

 変更前 変更後 

指定工事店名 杉山水道設備 

営業所所在地 和歌山市西庄７－１０ 和歌山市西庄５７５－１ 

代表者氏名 杉山 勤 

（令和４年１１月３０日掲示済）  


